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【	 学校安全の構造図	 】

安全管理

安全教育

組織活動

　生活や行動の安全管理

　学校環境の安全管理

　校内の協力体制・校内研修

　家庭及び地域社会との連携

安全学習

対	 物	 管	 理

安全指導

対	 人	 管	 理学校安全

　心身の安全管理

	 	 １）日常（事前）の危機管理	 

	 	 	 	 

	 	 ２）発生時の危機管理	 

	 	 ３）発生後の危機管理	 
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自分の命を守りきる力【行動力】	 

知識を備え正しく判断する力【知識･判断】	 

地域社会に貢献する心【心（態度）】	 
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【	 安全教育の領域と構造	 】

○日常の学校生活における安全指導

安

全

教

育

○体育科の保健領域、保健体育科の「保健分野」「科目保健」

	 	 	 における安全に関する学習

○関連教科における安全に関する学習

○「総合的な学習の時間」における安全に関する学習

○自立活動における安全に関する学習

安	 全	 学	 習

安	 全	 指	 導

道徳

○学級活動・ホームルーム活動における安全指導

○学校行事等における安全指導

○児童会活動、生徒会活動、クラブ活動における安全指導

○部活動等の課外における安全指導
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①小学校	 

②中学校	 
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して学習を行うことなどが考えられる。	 

○道徳の時間の指導においては、「主として自分自身に関すること」「主として他の

人とのかかわりに関すること」「主として自然や崇高なものとのかかわりに関する

こと」「主として集団とのかかわりに関すること」に関して、生命の尊重、遵法の

精神や公徳心、公共心など安全な生活を営むために必要な基本的な内容について指

導することとしている。	 

○特別活動では、「望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸

長を図り、集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、

実践的な態度を育てるとともに、人間としての生き方についての自覚を深め、自己

を生かす能力を養う。」ことが目標となっており、安全教育は、この目標に沿って

学級活動、生徒会活動及び学校行事において取り扱われる。	 

	 

③高等学校	 

○教科「保健体育」における科目「保健」においては、「現代社会と健康」で交通安

全と応急手当が内容となっている。交通安全では、「交通事故を防止するには、車

両の特性の理解、安全な運転や歩行など適切な行動、自他の生命を尊重する態度、

交通環境の整備などがかかわること。また、交通事故には責任や補償問題が生じる

こと。」とあり、応急手当では「適切な応急手当は、傷害や疾病の悪化を軽減でき

ること。応急手当には、正しい手順や方法があること。また、心肺蘇生等の応急手

当は、傷害や疾病によって身体が時間の経過とともに損なわれていく場合があるこ

とから、速やかに行う必要があること。」を取り上げる。もちろん科目「体育」等

での用具の取り扱い、教科「理科」での地球がプレートの運動により変動してきた

こと、教科「家庭」での安全な環境と生活に関する学習、科目「地学基礎」及び「地

学」での地震と地殻変動のメカニズム等の指導を通じて、安全についての知識や態

度等を習得させることも重要である。	 

○総合的な学習の時間においても、その趣旨に即した安全に関する素材を取り上げる

ことが望ましい。例えば、地域の災害や南海地震への備え、交通安全などについて

課題を設定して学習を行うことなどが考えられる。	 

○特別活動は、「望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長

を図り、集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、

実践的な態度を育てるとともに、人間としての在り方生き方についての自覚を深め、

自己を生かす能力を養う。」ことが目標となっており、安全教育は、この目標に沿

ってホームルーム活動、生徒会活動及び学校行事において取り扱われる。	 

	 

	 	 ④特別支援学校	 

○児童生徒等の安全に留意するためには、まず一人一人の障害の状態を適切に把握す

ることが必要であり、それには、学級担任や養護教諭をはじめとして、児童生徒等

に日常接する教職員の継続的な観察と情報交換が必要である。また、安全教育を効

果的に進めるためには、関連教科並びに学級（ホームルーム）活動、自立活動にお
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いてはもちろん、学校全体として、組織的、計画的な指導が必要であり、安全教育

の指導体制を整備する中で、校内外の専門家との連携を図る体制づくりが必要であ

る。	 

○小学部・中学部では、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領総則第２節第１の

３の趣旨を受け、安全に関する指導は、学校における教育活動全体を通じて行わな

ければならない。児童生徒の実態に即して学習環境を整えるなど、安全に留意する

ものとし、児童生徒が危険な場所や状況を把握したり、判断したり、予測したり、

回避したりすることができるように十分配慮するとともに、遊具や物品、通学路の

安全点検を十分に行うこと、学習活動における物品の扱い方に留意することが大切

である。また、特別支援学校独自の教科における指導としては、知的障害のある児

童生徒に対する教育を行う特別支援学校の教科「生活」で、児童生徒の生活に関連

が深い内容について、「教師と一緒に健康で安全な生活をする。」「教師の援助を

受けながら健康で安全な生活をする。」「健康や身体の変化に関心をもち、健康で

安全な生活をするように心がける。」などが示されている。実際の指導では、「危

険防止」や「交通安全」などが取り扱われる。「危険防止」については、危ないこ

とや危険な場所について知るとともに、場所や状況に応じて、自分自身を守れるよ

うに適切な行動をとること、道具の正しい使い方を知ることなどが指導内容となる。

指導にあたっては、日常の実際的な生活の中で、危険な場所や状況を判断して近付

かないことや回避することなどをきめ細かく指導することが大切である。「交通安

全」については、安全に気を付けながら道路を横断すること、信号や標識の意味を

知って守ることなどが指導内容となる。指導にあたっては、交通安全は日常の社会

生活をするうえでの基本的な事項であり、直接、生命にかかわることなので、児童

の実態を的確に把握し、登下校の場だけでなく、その状況に合わせて指導する必要

がある。そのほか、教科「生活」では、避難訓練の重要性を知ること、教師等の指

示に従って避難することなどを身に付け、災害時に適切な行動ができるようにする

ことなども取り扱う必要がある。	 

○中学部教科「保健体育」では、「自分の発育・発達に関心をもったり、健康・安全

に関する初歩的な事柄を理解したりする。」と示されており、指導にあたっては、

事故を防止するために、生徒の安全に対する理解の程度や運動能力などを十分に考

慮するとともに、事前の安全点検と環境の整備を十分に行い、器械・器具や施設の

正しい扱い方と運動の方法についての指導に十分に時間をかけることが大切であ

る。	 

○高等部においても、特別支援学校高等部学習指導要領総則第２節第１款の３の趣旨

を受け、安全に関する指導は、高等学校と同様に、学校における教育活動全体を通

じて行わなければならない。小学部・中学部同様に、生徒の実態に即して安全な学

習環境を整え、安全に留意するものとし、生徒自身が安全な行動をとれるように、

関連教科、道徳（知的障害のある生徒に対する教育を行う特別支援学校の場合）、

総合的な学習の時間、特別活動、自立活動等において、発達の段階を考慮して、指

導することが重要である。	 
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（４）基本的指導事項の明確化	 

安全教育を通して児童生徒等に身に付けさせたい力と心を踏まえ、発達段階ごとに指

導内容を「災害安全」「交通安全」「生活安全」それぞれについて体系化するとともに、

各学校で指導すべき具体的な指導内容を、基本的指導事項として第２章以降の各章に明

記している。	 

	 

①指導内容と指導時期	 

各項目ごとに、「指導内容」と発達段階に応じて深めていく「基本的指導事項」を

整理し、指導する時期の目安を示している。指導時期については、小学校低学年、中

学年、高学年、中学校、高等学校の各段階に分けて記載しているが、児童生徒等の実

態に応じて前の段階の内容を継続して指導することや、教科等の進度に合わせて指導

時期を検討することなど、学校の状況に応じて実施することが大切である。	 

	 

②展開例	 

	 	 	 	 具体的内容の指導時期に合わせて、小学校、中学校、高等学校の段階ごとに、指導

事例を掲載している。これを参考に、各教科・領域、総合的な学習の時間等の中で、

各学校の実情に合わせた安全教育を計画的に実施することが重要である。	 

	 	 

③特別支援学校における指導	 

特別支援学校においては、小学校、中学校、高等学校の各段階における内容をもと

に、個々の児童生徒等の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、

組織的に行う。また、小中学校における支援を要する児童生徒についても、次のこと

を考慮しながら、避難訓練等を通して繰り返し適切な指導が図られるよう学校全体で

取り組むことが重要である。	 

その際、日頃のかかわりを通して児童生徒同士、教職員と児童生徒等の意思疎通を

図り、災害発生時に適切な行動がとれるよう、意図的計画的な指導が必要である。	 

	 

	 	 【障害のある児童生徒等への指導】	 

障害には、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障

害、自閉症・情緒障害、LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥多動性障害）などがあり、

近年、児童生徒等の障害は重度・重複化、多様化してきている。安全な日常生活を送

るために介助を必要とする児童生徒等から、職業的な自立を目指す生徒に至るまで、

障害の状態に大きな差があることを理解しておくことが大切である。一人一人の課題

を教職員間で共有し、安全教育の内容や進め方を個別に検討する必要がある。	 

LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥多動性障害）、高機能自閉症等の発達障害のある

児童生徒等に対しても、幼稚園、小学校、中学校などを通じて、理解度や行動の特徴

に応じて個別に安全指導の計画を作り、実施することが求められる。	 

障害のある児童生徒等が、自ら安全に行動するためには、冷静に考える力、前後の
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事情を総合して物事をどうするのかを決める力を育てることや、話し言葉によるコミ

ュニケーションに限らず、表情や身振り、手話や指文字、コンピュータなどの情報機

器や文字カード・絵カードなどの道具を使ってコミュニケーションできる力のほか、

一人一人のニーズに対応した技術や能力などの育成を図ることが必要であり、学校生

活や社会生活の中で安全に行動できる態度を身に付けていくことが大切となる。	 

安全な生活を送るためには、様々な場面を想定し、危険に対する認知や、違いを見

分けて区別する力、視覚・聴覚・触覚などの保有する感覚の活用を図るとともに、と

っさの危険からの回避に必要な瞬発力など、身体的な能力を高めることや、危険に対

して予測できる能力の育成を図り、地震や火災等の緊急災害時に冷静に判断して適切

な行動がとれるようにすることが大切であり、自他の生命の尊重や安全に関する態度

の育成を図ることが重要である。	 

また、緊急時における障害のある児童生徒等の避難経路や避難場所への誘導及び介

助の方法などのマニュアルの作成と、緊急時に際して、自ら情報の発信や受信ができ

る力を身に付けさせることが必要不可欠である。	 

	 

	 

２	 安全管理	 

	 	 学校における安全管理は、事故の要因となる学校環境や児童生徒等の学校生活等にお

ける行動の危険を早期に発見し、それらの危険を速やかに除去するとともに、万が一、

事件・事故災害が発生した場合に、適切な応急手当や安全措置ができるような体制を確

立して、児童生徒等の安全の確保を図るようにすることである。	 

このため、学校環境の安全管理、学校生活の安全管理、通学の安全管理、事件・事故災

害発生時の危機管理などを、年間の計画に基づいて適切に行う必要がある。	 

	 	 各学校においては、授業中はもとより、登下校時、放課後、学校開放時等における児童

生徒等の安全確保のために、家庭や地域社会との連携を図り、具体的な方策を講じる必要

がある。	 

安全な環境を整える具体的な方策は、施設・設備等を改善するような物理的な環境整備

や、児童生徒等の行動を規制するような人的あるいは社会的な環境整備などを多角的に考

慮する必要がある。	 

ただし、安全管理のみでは、児童生徒等の安全確保の実現は難しく、安全教育と一体的

な活動を展開することによって、はじめて学校における安全が確保できるものである。	 

安全管理における環境整備等は、児童生徒等がより安全な行動を意思決定したり、行動選

択したりすることを促すことにもつながる。また、安全管理を行う主体は、原則として校

長をはじめとする教職員であるが、児童生徒等が安全管理に適宜参加することにより、児

童生徒等の身近な生活における安全管理の能力を向上させることも期待できる。	 

	 

（１）学校環境の安全管理	 

①安全点検の種類と方法	 

	 	 	 	 安全点検の対象や内容は多岐にわたり、また、学校環境は常に同じ状態にあるも
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安全点検の種類 時期・方法等 対象 法的根拠等

毎学期１回以上
計画的に、また教職員
全員が組織的に実施

児童生徒等が使用する
施設・設備及び防火、
防災、防犯に関する設
備などについて

毎学期１回以上、幼
児、児童、生徒又は学
生が通常使用する施設
及び設備の異常の有無
について系統的に行わ
れなければならない
（規則28条第１項）

毎月１回
計画的に、また教職員
全員が組織的に実施

児童生徒等が多く使用
すると思われる校地、
運動場、教室、特別教
室、廊下、昇降口、ベ
ランダ、階段、トイ
レ、手洗い場、給食
室、屋上など

明確な規定はないが、
各学校の実情に応じ
て、上記（規則28条第
１項）に準じて行われ
る例が多い

臨時の安全点検 必要があるとき
・運動会や体育祭、学芸
　会や文化祭、展覧会な
　どの学校行事の前後
・暴風雨、地震、近隣での
火災などの災害時
・近隣で危害のおそれの
　ある犯罪（侵入や放火
　など）の発生時　など

必要に応じて点検項目
を設定

必要があるときは、臨
時に、安全点検を行う
（規則28条第２項）

日常の安全点検 毎授業日ごと 児童生徒等が最も多く
活動を行うと思われる
箇所について

設備等について日常的
な点検を行い、環境の
安全の確保を図らなけ
ればならない（規則29
条）

定期の安全点検

のではなく、季節や時間、自然災害等により大きく変化するものである。そのため、

安全点検を継続的かつ計画的に行わなければ、環境や行動における重大な危険が見

過ごされる可能性がある。	 

学校の施設及び設備等においては、学校保健安全法第 27 条及び学校保健安全法施

行規則第 28 条において、毎学期１回以上は、児童生徒等が通常使用する施設及び設

備の異常の有無について安全点検を行わなければならないと定められている。安全点

検は、児童生徒等の安全確保のための日頃の備えであり、災害安全、交通安全、生活

安全の三領域全てにかかわってくる。また、異常がある場合は安全措置を講じなけれ

ばならない。	 

	 

	 

	 

（２）安全管理の対象	 

	 	 	 安全管理の対象や項目の設定は、学校種の違い、学校環境や地域の実情を考慮する

必要がある。	 
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【学校安全資料 DVD「子どもを事件・事故災害から守るためにできることは」】	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （文部科学省	 平成 21-22 年）	 

この資料は、次の６つのテーマについて、基本的な知識や	 

具体的な対処方法等が１テーマ 15 分程度の映像で説明され	 

ており、短時間で基本的な情報を得ることが可能である。	 

◆安全点検のポイント	 

◆できていますか？不審者対策	 

◆熱中症の予防	 

◆交通社会の一員として	 

◆自然災害から生徒を守る	 

◆ＡＥＤを用いた心肺蘇生法等応急手当	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 【小学校版】	 【中・高等学校版】	 

体的かつ機能的なものにする必要がある。	 

さらに、その実効性を高めるためには、避難訓練や防犯訓練等を繰り返し実施し、

内容に不足はないか、支障となることはないか、教職員の役割分担は適切かなど、

毎年見直しをしていくことが必要である。	 

	 	 	 

②教職員の危機管理意識の向上と学校安全に関する校内体制の整備	 

学校安全の基盤は、教職員の危機管理意識である。それを前提に、校内安全組織

等を中心に、実践的な研修や訓練等を充実していくことが重要である。	 

学校安全担当を中心とし、教職員一人一人が、安全確保のための努力を怠らず、

緊急事態に備える意識（危機管理意識）を高め、全教職員により推進することが重

要である。	 

特に安全点検については、問題意識（あらゆる事態を想定して）をもちつつ、定

期的かつ着実に実施していくことが大切になる。	 

	 	 	 	 

③児童生徒等への安全教育の充実	 

児童生徒等が危険を予測し、自ら回避できるようにするため、安全教育の一層の

充実を図ることが必要である。そのためには、各種安全教室や避難訓練のみならず

関係する教科・領域の授業においても指導し、児童生徒等の安全に対応する力の向

上を図るよう、安全教育計画（全体計画、年間指導計画）に基づき意図的・計画的

に実施することが重要である。	 

	 

④教職員に対する研修の実施	 

教職員の意識の高揚及びその維持を図るうえで、学校安全担当者が中心となり、

関係機関と連携し研修を実施していくことが効果的である。	 

県教育委員会では、毎年、「災害安全」については「防災教育研修会」を、「交通

安全」「生活安全」については「安全教室推進講習会」を実施している。他にも関係

機関による様々な研修が行われている。これらの研修内容が各学校で全教職員に情

報共有されるような取組が必要である。	 

また、安全教育のみならず、児童生徒等の安全に関する様々な課題について、教

職員全体で共通理解を図る校内研修を計画し、組織活動として学校安全計画に位置

付けなければならない。その際、学校における事件・事故災害発生時の対応につい

ては下記の資料が非常に有効である。	 
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の程度達成したかを知るとともに、教育内容や方法における問題点を明らかにし、よ

りよい教育内容・方法を作り上げていくうえで非常に重要である。	 

安全教育の評価においては、ややもすると事故の発生件数のみによって、その成果

を測定しがちである。しかし、事故は危険な状況や行動の一部が結果として現れたも

のである。児童生徒等は、安全教育を通じて安全に関する望ましい資質や能力を身に

付け、その結果として事件・事故災害の発生が防止できる。したがって、安全教育の

評価においては、多様な側面から評価を行うことが可能であり、また、そのことは大

変重要である。特に、事故発生の主要因である行動と、それにかかわる諸要因につい

て調べ、評価することは、安全教育の評価の基礎といえる。	 

例えば、安全に関する知識、態度等は、安全教育を評価するうえで重要かつ基本的

な内容である。また、安全行動の実施状況を調べることも、直接事故防止につながる

ため、貴重な情報となる。これらは、現在の生活における安全行動を反映するととも

に、将来の生活においても重要な意味を持つ。そして評価によって得られた情報は、

今後の安全教育を改善するうえで貴重な資料となる。	 

	 	 

	 ②安全教育年間指導計画の評価	 

安全教育の年間指導計画に盛り込まれたことが、適切に実施されたかどうかを評価

することも不可欠である。内容や方法が適切であったか、指導体制が確立していたか、

日程や時間に問題がなかったか、安全教育に関する活動の連携がとれていたかなどは、

安全教育の評価項目として重要である。これらに問題があった場合には、計画に改善

を加えて実施し、さらなる評価を行うことが必要である。	 

	 

	 	 ③評価の主な項目	 

	 	 	 	 安全教育を評価するための方法としては、質問紙法、面接法、観察法などが用いら

れる。それぞれの評価方法には短所・長所があることを理解し、いくつかの方法を併

用して評価をすすめていくことが重要である。	 

	 	 	 	 また、教職員や児童生徒等だけではなく、保護者への質問などから得た情報も貴	 	 	 

重である。	 

	 	 	 	 安全教育の評価項目例としては、次のような項目があげられる。	 

	 

	 	 【安全教育の評価項目（例）】	 

「生活安全」「交通安全」「災害安全」それぞれについて実施	 

○日常生活における事件・事故災害の現状、原因及び防止法について理解できたか。	 

○現在及び将来に直面する安全の課題に対して、的確な思考・判断に基づく意思決	 	 	 	 	 

定や行動選択ができるようになったか。	 

○日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自主的に安全な行動をとるとともに、

自ら危険な環境を改善できるようになったか。	 

○自他の生命を尊重し、安全な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及び地

域社会の安全に進んで参加・協力できるようになったか。	 
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【安全教育年間指導計画の評価項目（例）】	 

○全校的な指導体制が確立されているか。教職員間の連携がとれているか。	 

○日程や時間、実施回数は適切であるか。	 

○安全管理との連携がとれているか。	 

○児童生徒等の実態、地域の特性を反映しているか。	 

○指導の内容や方法に問題はないか。	 

○指導に必要な教材・教具、資料等が整備されているか。	 

○保護者や地域諸機関の協力や理解が得られているか。	 

	 

	 

（２）安全管理・組織活動の評価	 

	 	 ①評価の意義と内容	 

	 	 	 	 安全管理は、現在有効に機能しているように見えても、状況の変化等により潜在的

な危険をはらみ、十分でない場合がある。	 

将来、安全管理の対象や項目が変わったり、安全上の新たな問題が生じたりするこ

とにより、現在の方法を改善する必要が出てくる場合がある。また、人事異動等によ

り、教職員の安全管理に関する共通理解が低下することも考えられるため、安全管理

に関する評価が必要となる。	 

安全管理の評価の意義は、安全管理の実態を把握することにより、安全管理の対象、

観点・方法が、安全管理のねらいに合致しているか否かを検討し、より有効な安全管

理のための改善策を明らかにすることにある。	 

なお、評価結果を教職員全員にフィードバックすること、必要に応じて保護者、地

域関係者及び児童生徒等にフィードバックし、その後の指導や管理に生かすことは、

安全管理へのより積極的な参画や、安全管理についての改善策の提案を促すことにつ

ながるので、積極的に行うべきである。特に、施設・設備の活用状況や安全点検等に

ついての評価は、具体的なチェックリスト等を作成し、速やかに対応することが重要

である。	 

	 	 	 	 また、様々な観点からの訓練を保護者や地域等と連携して実施し、その結果を踏

まえてマニュアル等を見直すなど、安全管理を改善していくことが非常に重要であ

る。	 

	 

②評価の主な項目	 

評価の観点は、児童生徒等の生命や身体の安全を確保し、安心して生活できるよう

にするという立場から、できるだけ具体的にしておくことが必要である。安全管理・

組織活動に関する評価項目例としては次のような項目があげられる。これらを、学校

や地域の実情に合わせて、より具体的で、より適切なものに工夫して設定することが

望まれる。	 

なお、安全管理の総合的な評価としては、事故や災害の発生率や発生内容等も指標

となる。	 



23

23	 

	 

【学校環境の安全管理の評価項目（例）】	 

○学校環境の安全管理に関する計画は適切であったか。	 

○安全管理に関する実施要領、マニュアル等は適切に機能するように作成されてい

たか。	 

○計画されたことが実行され、明確に記録されたか。	 

○点検項目は適切であったか。	 

○安全点検は計画的に実施され、必要な改善措置がなされたか。	 

○全教職員の共通理解の下に実施されたか。	 

	 	 	 	 ○事件・事故災害の情報収集、連絡体制は整えられていたか。	 

	 	 	 	 

【学校生活の安全管理の評価項目（例）】	 

○児童生徒等の安全にかかわる行動の実態や事故発生状況が把握され、それらが安

全管理や安全指導に役立てられているか。	 

○様々な教育活動の内容や方法で安全を確保するためのきまりや約束を児童生徒

等が理解し、守り、安全に活動しているか。	 

	 	 	 	 ○教科等における安全のきまりや約束等が明確にされ、教職員が安全に留意して授

業を行っているか。	 

○児童生徒等と日常的なかかわり、安全に関連する指導、環境整備、相談活動体制

の整備を適切に行っているか。	 

○学校生活の安全管理が安全指導と関連付けられているか。	 

	 	 	 	 

【不審者侵入防止に関する安全管理の評価項目（例）】	 

○施設・設備の防犯対策は十分に行われたか。	 

○防犯システムの点検は計画的に実施されたか。	 

○学校施設の開放等はＰＴＡ等の協力により必要な対策がとられたか。	 

○日常の安全確保のための対策はとられていたか。	 

○関係諸機関との連携は十分とられていたか。	 

	 	 

【登下校の安全管理の評価項目（例）】	 

○通学路の設定と安全確保のための点検・整備はできているか。	 

○交通手段の違いによる安全確保はできているか。	 

○利用される交通機関及び地域事情に応じた安全確保はできているか。	 

○犯罪被害防止のための安全確保はできているか。	 

○地域ぐるみで見守りの体制はできているか。	 

	 	 

【事件・事故災害発生時の危機管理の評価項目（例）】	 

○危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）が作成され、訓練等を行い、見直

しがなされているか。	 

○全教職員が応急手当の手順や技術を習得できるように配慮したり、研修を行った

りしているか。	 
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○校内での救急・緊急連絡体制はできているか。	 

○校外での学習等における救急・緊急連絡体制はできているか。	 

○地震、津波、火災、風水（雪）害等の発生に備えた被害防止対策は適切に立てら

れているか。	 

○地震、津波、火災、風水（雪）害等に備えて災害発生時の安全措置や教職員の役

割が明確にされているか。	 

	 	 

【教職員の役割と校内体制の評価項目（例）】	 

	 	 	 	 ○校務分掌、校内規程等において、教職員の役割分担と責任が明確にされている

か。	 

	 	 	 	 ○学校安全に関する実施計画の策定、安全活動の企画・調整・評価について核と

なる教職員（学校安全担当）を校務分掌の中で明確にしているか。	 

	 	 	 	 ○突発的、緊急な対応を要する危機発生時には、管理職のリーダーシップの下、

学校全体で対応にあたる体制をあらかじめ構築しているか。	 

	 	 	 	 ○管理職が不在の場合の指揮命令者を明確にしているか。	 

	 	 	 	 ○緊急時における必要な対策について、具体的な内容と実施体制を危険等発生時

対処要領（危機管理マニュアル）として定め、教職員等に周知徹底されている

か。	 

	 	 	 	 ○報道機関等への対応について、対応者や対応方法等を、予め校内で情報共有さ

れているか。	 

	 	 	 	 ○教職員の共通理解を図るために、あらゆる機会を活用して、意図的に話し合い

を行っているか。	 

	 	 	 	 ○教職員の安全に関する知識・技能を向上させるために、校内研修を行っている

か。	 

	 	 

【家庭、ＰＴＡ、地域や関係機関との連携の評価項目（例）】	 

	 	 	 	 ○家庭訪問や各種会合（授業参観、保護者懇談会等）での情報交換・意見交換を

行っているか。	 

	 	 	 	 ○学校便りや学年・学級通信等で学校安全について情報提供しているか。	 

	 	 	 	 ○通学路や遊び場等での巡回指導をＰＴＡと連携して実施しているか。	 

	 	 	 	 ○通学路の安全点検を警察・道路管理者・教育委員会等と連携して実施している	 

	 	 か。	 

	 	 	 	 ○交通安全指導等をＰＴＡと連携して実施しているか。	 

	 	 	 	 ○学校防災マニュアルを周知し、災害発生時の連絡体制や引渡し等について了解

しているか。	 

	 	 	 	 ○警察等と連携して交通安全指導（交通安全教室）や防犯指導（防犯教室）等を

実施しているか。	 

	 	 	 	 ○避難訓練を消防署や地域の自主防災組織等と連携して実施しているか。	 

	 	 	 	 ○登下校時の安全確保（見守り等）のために保護者や地域のボランティアと連携

して登下校時の見守り等を組織しているか。	 

	 

	 



じしんまん	 つなみまん	 

トラフ博士	 

たいさくくん	 ヘルパちゃん	 
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～ 高知県における防災教育の重要性 ～ 

 
平成２４年３月３１日に内閣府から公表された「南海トラフの巨大地震予測」 

 
は、高知県に大きな衝撃を与えました。東日本大震災の大津波は決して他県の 
 
ことではなく、本県にとっても起こり得るものとなりました。 
 
南海地震は、繰り返し発生する海溝型の地震であり、高知県はこれまでにも 

 
何度も地震や津波により甚大な被害を受けて来ました。そして今後も必ず南海 
 
地震が発生し、津波が襲来します。高知県に生きる者の宿命として、このこと 
 
を受け入れたうえで、確実に「備え」なければなりません。必ず「その日」は 
 
やって来ます。 
 
地震や津波は、交通事故や犯罪被害等とは異なり、その発生を防ぐことはで 

 
きません。 
	  
しかし、確実に避難することができれば犠牲は防ぐことができます。そのた 

 
めには、「主体的な判断で行動すること」「様々な状況を的確に判断し、最善を 
 
尽くして行動すること」を子どもたち一人一人が身に付けておくことが非常に 
 
重要です。 

 
	 	 児童生徒等は、いずれ大人になり、地域を担う核となる人材に成長します。 
 
学校において徹底した防災教育を継続して行い、いかなる状況でも「自分の命 
 
を守りきる」力を身に付けることは、児童生徒等を通じて家庭の防災意識を高 
 
めることだけではなく、長期的に見れば、全ての県民が命を守る基本的な力を 
 
身に付け、地域の防災力を高めることで、「防災文化」を形成することにもつ 
 
ながると考えています。 

 
 
 



25

25	 

	 

第２章	 震災編	 

Ⅰ	 最大クラスの南海地震に備える高知県の防災教育	 

１	 東日本大震災の教訓を活かす	 

	 	 東日本大震災では、想定をはるかに超えた大津波によって児童生徒等を含む多くの尊

い命が犠牲となり、人智をこえた自然の脅威を改めて知ることとなった。地震発生時は、

多くの児童生徒等が在校しており、各学校では児童生徒等の命を守るため、教職員が児

童生徒等に寄り添いながら避難の指示を出し、懸命に避難行動をとった。	 

一方、保護者の要望により引き渡した後、保護者とともに津波の犠牲となった児童生

徒や、避難の判断が遅れ多数の犠牲者がでた学校もあり、防災教育や安全管理等、事前

の安全対策の重要性を再認識する契機ともなった。	 

岩手県釜石市では、多くの小中学生が自らの主体的な判断と行動で津波から生き抜い

た。地震の揺れがおさまるとすぐ津波が来ると考え、中学生がいち早く高台へ向かって

走りだし、その率先避難の行動が周りの小学生や地域の人々の避難行動にも結び付き、

結果として多くの人々の命が助かったことが伝えられている。このことは奇跡ではなく、

「想定にとらわれるな」「最善を尽くせ」「率先避難者たれ」という教えに基づき、各学

校の教職員一人一人が、児童生徒等に主体的に行動する態度を身に付けさせる防災教育

を徹底して行った成果である。	 

また、震災後、文部科学省が実施した、「東日本大震災における学校等の対応等に関す

る調査」の報告（平成 24 年３月）において、調査結果のまとめの中で次のことが記され

ている。	 

	 

【初期対応について】	 

	 	 	 ○70％以上の学校等で「机の下にもぐり、机の脚をしっかり持った」40％以上の学

校で「大きな柱のそばで低い姿勢をとるなど場所や状況に応じた行動をとった」

等の対応が実行されており、普段の避難訓練の重要性が明らかになっている。危

機管理マニュアルに避難行動を規定していたり訓練を行ったりしていた学校ほ

ど「恐怖と不安でパニックになった」割合が少ない。いついかなる場合において

も安全な避難行動をとれるような防災教育が重要である。	 

○地震の規模によっては初期対応の基本となる「机の下にもぐり机の脚を持つ」等

の行動ができない場合もあり、状況に応じて「落ちてこない、倒れてこない、移

動してこない」場所を見つけ出して身を寄せる行動を、教職員はもとより児童生

徒等も自ら判断して安全を確保できる指導が重要である。	 

	 	 	 ○（保護者の協力も得ながら）どのような場所にいたとしても一時避難を円滑にで

きるような指導が必要である。	 
	 

【津波対策について】	 

	 	 	 ○状況に応じた適切な避難行動をとる必要がある。情報の有無にかかわらず素早い

避難行動が重要である。	 

	 	 	 ○普段からの避難経路の安全点検と避難場所への複数の代替え経路の確保も重要で

ある。	 
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【想定を正しく理解し、想定にとらわれない】	 

【最善をつくして行動する】	 

	 【率先避難を行う】	 
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①自分を守りきる力（助かるための力）	 	 	 	 	 

②自分にできる役割を考え行動する力（助けるための力）	 

③安全な社会を支える大人になる力	 
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⾼高知県安全教育プログラム（震災編）の基本的な内容

助かる⼈人・助ける⼈人になるために（指導１０項⽬目）

備える事前 命を守る発⽣生時 暮らしをとりもどす事後

１地域に起こる災害を知る

「想定を知る」
・自分が住む地域に発生する危険
（揺れの強さや長さ、30cm の津波到達の時間、最大津波浸
水深等の想定）

・過去の南海地震の規模と被害の状況
（自分の住む地域が過去に受けた被害等）

「助かるために知っておくこと」
・津波は膝下くらいの高さでも動けなくなる
・津波は繰り返し長い時間（６時間以上もある）押し寄せる
・津波は川をさかのぼる（数㎞も遡上した例もある）
・揺れが小さくても津波が来ることもある
「想定以上のことも起こりうること」
・想定や過去の経験にとらわれない

２ 必ず助かるための知恵と備え

「必ず助かるために」
・地域の津波避難場所を知っておく
・登下校中や家からの避難方法（避難場所と経路・危険箇所等）
・「それぞれが逃げる」家族との約束（集合場所も決めておく）
・人が集まる場所では非常口を必ず確認しておく
・海岸や河口付近に行くときは、まず高台への道を確認する
・緊急地震速報等、防災に関する情報について知る
「今すぐしておくこと」
・夜間の地震発生に備える
（枕元に靴や懐中電灯等の必要な物を置く、家具等が転倒・
落下しない場所で寝る）

・家具等の転倒・落下防止、ガラスの飛散防止等を行う
・最小限の非常持ち出し品を準備する
・家族との連絡方法（災害用伝言ダイヤル等）を確認しておく
・水・食料等を備蓄しておく（最低３日分）

３ みんなで助かるための備え

「災害時に助ける⼈人になるために知っておくこと】
・地域の防災訓練への参加
・防災倉庫の場所や中身の確認（バール等の資機材の使い方）
・心肺蘇生法（AED を含む）等の応急手当の技能の習得
・ボランティア活動への参加
・学習したことの情報発信（地域や近隣校園へ）

５ 津波からの迅速な避難
「想定にとらわれず避難する」「最善を尽くして⾏行行動する」
「率率率先避難を⾏行行う」
「揺れたら、とにかく急いで⾼高台へ」
・自分で判断して一番近くの高い場所へ避難する
・沿岸地域では動けるくらいの揺れになったらすぐ避難を始める
・強い揺れ、長く揺れたらすぐ避難する
・避難したら警報が解除されるまで戻らない

６ いつ、どこにいても⾃自分を守る
「⼀一⼈人の時でも必ず助かるために」
・指示を待つことなく自分の判断で行動する（「落ちてこない・
倒れてこない・移動してこない」場所に身を寄せる）
・屋外では、ブロック塀や建物の倒壊や落下物等、周囲の状況に
特に注意する

９ みんなで⽣生き延びるための
知恵と技

「今、⾃自分にできることを」
・あらゆる手段を活用して情報収集・
伝達を行う
（災害用伝言ダイヤル等の活用）

・避難生活を支える（ボランティア）
物資の仕分けや整理、運搬
避難所の清掃
情報の収集・伝達に関する活動
高齢者や障害者などの手伝い
小さい子の遊び相手
炊きだしの手伝い

10 地域社会の⼀一員としての
⼼心構え

「命を守る地域の絆」
・集団生活のルールを身に付ける
・積極的に地域とのつながりを持つ
・自分にできる役割を考え実行する
・家屋の片付け等を手伝う

揺れの後は！

７ ⼆二次災害への対応
「⽕火災から逃げる」「動けるようになったら避難」
・大声で知らせる
・身を低くして煙に注意する
・延焼するもののない、十分な広さのある場所へ避難する
「⼟土砂災害等への注意」
・崖の上や下から離れ危険箇所には近づかない
・前兆が見られたら避難する（避難勧告に注意）
・川の様子（水量が変わる、水が濁る等）や山の様子（山鳴りや
ひび割れ、小石の落下等）に注意する
・液状化、余震への注意

８ 助ける⼈人になるための⾏行行動
「⾃自分にできる『助ける』⾏行行動」
・ （津波、火災の危険がない場合）瓦礫の下にいる人を助ける
手伝い、大人を呼びに行く等の自分にできる行動をする
・可能な限り、初期消火、けが人の搬送、応急手当等を行う

４ 揺れから⾃自分を守る

「ぐらっと揺れたら⼤大事な頭をまず守る」
・揺れを感じたら（緊急地震速報を受信したら）頭を守る
・「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所に
身を寄せる

「ぐらっと」きた時！南海地震を正しく恐れ、ともに⽴立立ち向かう！ ともに⽣生きぬく！

指導内容はあくまで基本的な内容です。学校種や地域
の特徴（地理的条件、ビル等の有無、人口規模等）に応
じてさらに加える内容を検討する必要があります。
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	 前ページの「指導１０項目」の内容を詳述すると、次のとおりである。	 
  

～南海地震を正しく恐れ、ともに立ち向かう！～  

  

  

	 	 「想定を知る」とともに「想定以上のことも起こりうること」	 

	 	 	 ・自分の住む地域に発生する危険について正しく理解しておく	 

	 	 	 	 	 災害への備えとして、例えば揺れの強さや、30cm の津波到達（大人でも動くこと

が難しく避難が困難になる深さ）時間、最大津波浸水深等、自分の住む地域の災害

の想定を知っておくこと。そして、東日本大震災の例をもとに、想定以上のことが

起こった場合のことを必ず考えておく必要がある。	 
	 

	 	 「助かるために知っておくこと」	 

	 	 	 ・津波は膝下くらいの高さでも動けなくなる	 	 

・津波は繰り返し長い時間押し寄せる（６時間以上続くこともある）	 	 

・揺れが小さくても津波が来ることもある	 	 

	 	 	 	 	 災害発生時に自らの命を守りきるためには、その場で適切に判断できるよう、津

波の特性や地域にどのようなことが起こり得るかをあらかじめ理解しておく必要

がある。	 

	 

	   

「必ず助かるために」	 	 

・地域の津波避難場所を知っておく	 	 

・登下校中や家からの避難方法（避難場所と経路・危険箇所等）	 	 

・「それぞれが逃げる」家族との約束（集合場所も決めておく）	 	 

・人が集まる場所では非常口を必ず確認しておく	 	 

・海岸や河口付近に行くときは、まず高台への道を確認する	 	 

・緊急地震速報について知る	 	 

	 	 	 地震はいつ発生するかわからないため、いつどこにいるときでも、自ら適切に判

断して身を守ることができるよう、必要な知識を身に付け実践できるような事前の

学習と訓練が必要不可欠である。	 

そして、人が大勢集まる施設や初めての場所などでは非常口を確認する、沿岸部

を通過・滞在する際には、高台への道を確認するなど、いざという時の自分の行動

を意識することを日常化しておくことや、一人でいる時でも、誰かの指示を待つの

ではなく、また家族を心配して探しに行ったりすることなく、「最も適切な場所を

自ら判断」して確実に避難できるようになることが最も大切である。	 
	 

「今すぐしておくこと」	 	 

・夜間の地震発生に備える	 	 

	 	 	 	 （枕元に靴や懐中電灯等の必要な物を置く、家具等が転倒・落下しない場所で寝る）	 

事前『備える』  

	 

１   地域に起こる災害を知る  

	 

２   必ず助かるための知恵と備え	 



30

30	 

	 

・家具等の転倒・落下防止、ガラスの飛散防止等	 	 

・最小限の非常持ち出し品準備	 	 

・家族との連絡方法の確認（災害用伝言ダイヤル等）	 	 

・水・食料等の備蓄	 

	 	 	 	 	 地震発生時に、まず「揺れ」による被害を受けないことが重要である。阪神・淡

路大震災においては、死亡やケガの原因の約８割が家具等の転倒落下や家屋の倒壊

によるものであった。児童生徒等が１日の半分以上の時間を過ごす、家庭での安全

対策にも目を向けさせることが大切である。	 

夜間の地震発生等に備えて、靴や懐中電灯を枕元等の直ぐ手に取れる場所に置い

ておくことや、家具の転倒・落下防止対策や配置の検討など、「揺れ」から身を守

るために必要な備えをしておく。こうした対策を家族とともに考え実行することは、

家族全員の防災意識の向上に結び付く良い機会ともなり得る。	 

	 

	   

「災害時に助ける人になるために知っておくこと」	 	 

・地域の防災訓練への参加	 	 

・防災倉庫の場所や中身の確認（バール等の資機材の使い方）	 	 

・心肺蘇生法（AED を含む）等の応急手当の技能の習得	 	 

・ボランティア活動（高齢者施設等との連携、高齢者宅での活動）への参加	 	 

・学習したことの情報発信（地域や近隣校園へ）	 

	 	 	 	 	 災害発生時に「助かる人」になるだけではなく、中学生、高校生は「助ける人」

としての働きも期待される。いざという時に「自分にできる役割」を考え行動でき

るようになるためにも、日頃から地域とともに活動しておくことは大切である。地

域の訓練に参加し、防災倉庫の備蓄品や資機材の使い方を知ることなども含め多様

な経験をしておくこと。また、高齢者宅でのガラスの飛散防止フィルム貼り等のボ

ランティアや近隣の高齢者施設と連携した活動、保育・幼稚園児、小学生や地域へ

防災について「伝える」活動などの方法もその一つである。	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ～ぐらっときた時！   揺れの後は！～  

  

	 	 

「ぐらっと揺れたら大事な頭をまず守る」	 	 

・揺れを感じたら（緊急地震速報を受信したら）頭を守る	 	 

・「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所に身を寄せる	 	 

	 	 	 	 	 地震発生時に、ケガをしたり動けなくなったりしないために、まず「揺れ」から

身を守ることが第一である。そのために必要な行動として、上からの落下物や家具

や棚などの転倒、可動式の備品等に気をつけることを、３つのキーワードとして常

に意識し危険を回避する行動ができるようにしておくこと。	 

３   みんなで助かるための備え  

	 

発生時『命を守る』  

備える』  

	 ４   揺れから自分を守る  
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	 「想定にとらわれず避難する」「最善を尽くして行動する」「率先避難を行う」	 	 

「揺れたら、とにかく急いで高台へ」	 	 

・自分で判断して一番近くの高い場所へ避難する	 	 

・沿岸地域では、動けるくらいの揺れになったらすぐ避難開始	 	 

・強い揺れ、長く揺れたらすぐ避難	 	 

・避難したら警報が解除されるまで戻らない	 	 

	 	 	 	 	 地震発生時に、「強い揺れ」や「（弱くても）長く揺れた時」は津波が来ると想定

して直ちに最も近い高台へ避難すること。	 

その際、誰かの指示を待つことなく一人一人が自ら判断し行動する。そのために、

「想定にとらわれず避難する」「最善を尽くして行動する」「率先避難を行う」とい

う津波避難三原則に基づき事前の訓練を徹底しておくこと。また、沿岸部では、津

波の到達が早いと考え、動けるくらいの揺れになったらすぐ避難を開始することを

徹底しておくこと。	 
	 
	 

「一人の時でも必ず助かるために」	 	 

・指示を待つことなく自分の判断で行動する（「落ちてこない・倒れてこない・移動

してこない」場所に身を寄せる）	 

・屋外では、ブロック塀・建物の倒壊や落下物等、周囲の状況に特に注意する	 

	 	 登下校中や下校後に一人でいる時に地震が発生した場合も、	 誰かの指示を待つ

のではなく、自ら判断して適切に行動できるようにしておくこと。	 

	 	 	 	 	 屋外にいる時の危険として、ブロック塀や建物の倒壊、看板等の落下物があること

を認識し、それらから離れ危険を回避するための行動ができるようにしておくこと。	 
	 

  

	 「火災から逃げる」「動けるようになったら避難」	 

・大声で知らせる	 	 

・身を低くして煙に注意する	 	 

・延焼するもののない十分な広さのある場所へ避難	 	 

	 	 	 	 地震後の二次災害として、火災発生も考えられる。阪神・淡路大震災では火災

による延焼で甚大な被害がもたらされている。緊急地震速報を受信した際に、可能

であればコンロ等の火を消すことや、万一火災が発生した場合は周囲に「大声で知

らせる」とともに、動けるようになったらできる限り早く避難すること。その際に、

煙を吸わないために姿勢を低くする必要があることや、避難場所として例えば公園

など「延焼するもののない広さのある場所」に避難することを事前に訓練しておく

こと。	 
	 

「土砂災害等への注意」	 	 

・崖の上や下から離れ危険箇所には近づかない	 	 

・前兆が見られたら避難（避難勧告に注意）	 	 

６   いつ、どこにいても自分を守る  

５   津波からの迅速な避難  

７   二次災害への対応  
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・川の様子（水量が変わる、水が濁る等）や山の様子（山鳴りやひび割れ、小石の落

下等）に注意	 	 

	 	 北に四国山地を背し県土の 84％が山地となっている高知県では、地震後の二次災

害として土砂災害の危険も大きい。土砂災害がどのように発生するかを日頃から理

解し、地震が発生した際には土砂災害も起こり得ると考え崖に近づかないこと。	 	 

	 川や山の様子に注意し、前兆が見られた時、また避難指示や避難勧告等の情報に

注意し危険を回避するために迅速かつ適切に避難するなどの行動ができるように

しておくこと。	 

	 

  

	 	 「自分にできる『助ける』行動」	 	 

・（	 津波、火災の危険がない場合）瓦礫の下にいる人を助ける、大人を呼びに行く等

の自分にできる行動をする	 

・可能な限りの初期消火、けが人の搬送、応急手当	 

	 	 	 	 	 災害発生時には、中学生、高校生はけが人の搬送や応急手当など、「助ける人」

としての側面も期待される。地震発生時に、例えば瓦礫の下じきになり救出を求め

る人に遭遇することも起こり得る。このため、津波や火災等の危険がない場合には

「救出の手助けをする」「大人の助けを呼びに行く」など、発達段階や個々の状況

に応じて対処が必要となることも考え、その時、自分にできる精一杯の行動ができ

るようにしておくこと。	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ～ともに生きぬく！～  

  

  

「今、自分にできることを」	 	 	 

・情報収集・伝達の手段	 （災害用伝言ダイヤル等の活用）	 	 

・避難生活の支え	 	 

	 	 	 	 	 	 物資の仕分けや整理	 	 

	 	 	 	 	 	 避難所の清掃	 	 

	 	 情報の収集・発信に関する活動	 	 

	 	 	 	 	 	 高齢者や障害者などの介護・介助の手伝い	 	 

	 	 	 	 	 	 小さい子の遊び相手	 	 

・物資等の運搬作業	 	 

・炊きだし	 	 

・家屋の片付けの手伝い等	 	 

危機が一旦去った後、避難生活では「助ける人」としての活動が求められる。避

難生活では、様々な不便や困難な事象が発生することも予想され、困難に立ち向か

う精神力はもとより、自分にできる精一杯の行動ができるよう、必要な情報収集・

８   助ける人になるための行動  

事後『暮らしをとりもどす』  

命を守る』  

備える』  

	 

９   みんなで生き延びるための知恵と技  
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10   地域社会の一員としての心構え  
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【防災学習教材「南海地震に備えちょき」】（高知県教育委員会：平成 24 年３月）	 

H23  (2 0 1 1 ).3 .1 1 東日本大震災(M9 .0 ）

【提供】岩⼿手県宮古市

【災害から命を守るために】（文部科学省：平成 20 年～22 年）	 
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【自分の命は自分で守る】（内閣府：平成 25 年）	 

【津波に備える/津波から逃げる】（気象庁：平成 25 年）	 
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展開例７

名前
（　　　　）年（　　　　）組

こんなところで、地しんにあったら、あなたはどうしますか？
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展開例７

名前
（　　　　）年（　　　　）組

こんなところで、地しんにあったら、あなたはどうしますか？

にいる時は します。

にいる時は します。

にいる時は します。

　　あなたは、地しんのゆれから、自分を守るためにどんな行動をとりますか？身近な場所で考えてみましょう。
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　　指導上の留意点　　　

基本的指導事項

　　学習内容・活動　　　　
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　　指導上の留意点　　　

基本的指導事項

　　学習内容・活動　　　　
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名前

時間

18:00

21:00

いつもの生活・行動 いるもの・つかうもの 避難所では？

6:00

9:00

12:00

15:00

展開例１６

（　　　　　）年（　　　　　）組

＜今日の学習で気付いたこと・分かったこと・考えたこと＞

＜今日からすること＞

名前
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名前

時間

18:00

21:00

いつもの生活・行動 いるもの・つかうもの 避難所では？

6:00

9:00

12:00

15:00

展開例１６

（　　　　　）年（　　　　　）組

＜今日の学習で気付いたこと・分かったこと・考えたこと＞

＜今日からすること＞

名前

時間

起床

トイレ 水、トイレットペーパー 水が使えない、トイレの数が足りない、汚い

朝食 米、野菜、水、食器、ガス 食糧がない、水がない、調理できない

身支度 歯ブラシ、歯みがき、くし、鏡

登校

学習

給食

下校

帰宅

習い事

公園で遊ぶ 遊び道具 遊ぶ場所がない、道具がない、相手がいない

帰宅

夕食

宿題

テレビ テレビ、電気 テレビがない、電気がない

入浴 お湯、ガス お風呂がない、着替えがない

就寝 布団 布団がない、狭い、隣と近い、

周りの声が気になる

9:00

展開例１６

＜今日の学習で気付いたこと・分かったこと・考えたこと＞

＜今日からすること＞

（　　　　　）年（　　　　　）組

いつもの生活・行動 いるもの・つかうもの 避難所では？

12:00

15:00

18:00

21:00

6:00

・「いつもの生活・行動」を、具体的に書かせると「いるもの・つかうもの」	  
　が考えやすくなる。	  
・普段の生活で必要なものや使っているものを、「いるもの・つかうもの」	  
　欄に記入させる。	  
・【備えちょき 】のスライド等から避難所生活の様子を想像させ、普段の	  
　生活との違いを考えさせる。	  
・不便な生活になることに気付いた後に、「不便な生活を少しでも解消さ	  
　せるには、どんな準備（備え）が必要か」考えさせる。	
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避  難  マ  ッ  プ  の  作  り  方（例）  
ＳＴＥＰ１	 計画しよう！	 

＜準備物＞筆記用具・ﾎﾞｰﾄﾞ・各地区の地図・ｶﾗｰﾗﾍﾞﾙ・ﾃﾞｼﾞｶﾒ・透明ｼｰﾄ・付箋紙・時計	 等	 

ＳＴＥＰ２	 自分の地区を点検しよう！	 

ＳＴＥＰ３	 避難マップを作ろう！  

	 ②	 

	 ③	  

	 ④	 

  

ＳＴＥＰ４	 発表の準備をしよう！   

  

、

【資料１】  
展開例２	 
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マップづくり・フィールドワーク計画書（例）  

１年（	 	 ）組	 名前（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）  

地区名  ○×地区  避難場所  △△山憩いの広場・□□神社裏山  

メンバー  坂本慎太郎・中岡以蔵・浜口乙女・吉田弥太郎  

○	 タイム・スケジュールを決めよう。	 

	 ※学校から一番遠いところから順に調査先を決定しましょう。	 

時	 間  調査地区  チェックポイント（避難場所等）  

９：５０  
 

１０：１０  
 

１０：２５  

 
１０：３５  

 
１０：４５  

 

１０：５０  

学	 校  
↓  

七代地区  

↓  

松浦４区  

↓  

松浦１区  

↓  

其友  

↓  

学校  

 

 

七代神社周辺  

 

コミュニティセンター  

 

地区集会所  

○	 凡例（カラーラベルの色）	 

危険と思われる場所（赤） 安全な場所（青） 役に立つもの（緑） 施設等（黄） 

	 	 	 …ガラス  

	 	 	 …ブロック塀  
	 	 	 …自動販売機  

	 	 	  …危険が予想

される箇所  

…公園  

	 	  …空き地  

     …避難場所  

     …駐車場  

	 	 	 …公衆電話  

	 	 	 …消火栓  

	 	 	 …防災倉庫  

	 	 	 …消火器  

	 	 	 …海抜表示  

	 	 	 …役場  

	 	 	 …病院  

	 	 	 …消防  

	 	 	 …警察  

	 	 	 …避難所  

その他  
（マジック等）  

通学経路（蛍光マーカー等）	 安全と思われる避難経路（赤マジック）  

山・がけ崩れの危険予想地域（茶網掛け）	 液状化予想地域（黄色網掛け）  

津波による浸水予想地域（水色網掛け）  災害により使用できない恐れのある橋・

道（黒×印）	 階段等自転車通行不能地域（ピンク網掛け）	 等  

※凡例を参考に、各班でマークを考えてみよう。	 

ガ  

ブ  空  

公  

ひ  

P 
 

電  

栓  

倉  

器  

ｍ  

役  

病  

消  

警  

自  

ひ  

危  

【資料２】  
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１年（	 	 ）組	 名前（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）  

	 

１．「緊急地震速報」に関する○×クイズ	 

	 ※	 予想欄に「○」「×」を記入してみよう。	 	 	 	  	 	  予想欄	 	 	  正	 解  

	 ①	 緊急地震速報は、地震を予知するシステムである。  

	 ②	 緊急地震速報は、いつ、どこでも情報がわかるよう、すべて同じ音に統一されて

いる。  

	 ③	 緊急地震速報を受信する全ての受信端末※には、大きな揺れが来る時間を予測し、

カウントダウンをする機能がついている。  

④	 速報なので、情報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまで余裕をもって避難

することができる。  

⑤	 緊急地震速報は、震源に近い場所では揺れに間に合わないこともある。  

 
 
	 	 ※受信端末…緊急受信速報を受信し、音声報知や機器の制御を行うための装置  
 

２．緊急地震速報が役立つ場面や場所を考えてみよう。	 

 

 

 

	 

	 

	 

３．身の回りにある緊急地震速報の特徴をまとめよう。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

 

 

  

  

  

  

 

展開例４	 

緊急地震速報クイズ！	 
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緊急地震速報とは	 
 

緊急地震速報を見聞きした

ら！	 
 

リーフレット「緊急地震速報」気象庁：平成 25 年３月  

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/eew201303/index.html	 

気象庁からリーフレットが配布されています。	 
改訂版がホームページでも閲覧できます	 

改訂版では・・  
緊急地震速報を見聞きした時に身の安全を確保する行動ができるよう  
訓練の方法として「シェイクアウト訓練」という方法も紹介されています。 
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家庭の安全対策については、家具の転倒・落下の防止（固定）、寝る時の家具の配
�������、�������の���、����の�������る��
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家庭の安全対策を考えよう  
	 年（	 	 ）組	 名前（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）  

	 

１．「家にいるときに地震が起こったら…」危険を予測しよう。	 

	 ※	 下のイラストで、地震時に危険が予測される箇所を「赤丸」で囲み、どんな危険

があるか、具体的に書いてみよう。  

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

２．「室内の安全対策」のポイントをまとめよう。	 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

	 

 

展開例９	 



103

３．非常持ち出し品と備蓄品について確認しよう。	 

◆非常持ち出し品…できるだけ身軽に避難できるよう、避難に必要な（	 	 	 	 	 ）の

物品や貴重品	 

	 

	 

	 

◆備蓄品…避難生活に備えて蓄えておくもの。救援活動が受けられるまで（	 	 ）日分	 

	 	 	 	 	 以上は必要。	 

	 

	 

	 

４．自宅の安全対策の状況を家族と話し合って調べて来よう。	 

 

 

	 

	 

５．自宅の非常持ち出し品や備蓄品の整備状況について、調べて来よう。	 

 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

６．自宅の｢備え自慢｣について、家の人に聞いてみよう。	 

 

 

	 

※家の中のどこを改善すれば身を守ることに役立つか、学んだことと併せて家族で話し合ってみましょう。 

＜非常持ち出し品＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜備蓄品＞  

 

 

＜今後あったらいいと思う物＞  

 

 

 

 

 

 

（例）  

（例）  

（例）家族全員の寝室に背の高い家具は置いてない。	 

 

皆に紹介しようと思う物を１つ選んで、紹介する理由も書いておこう。  
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　５．各グループごとに話し合った内容を発表する。 ・解決方法として互いに守れるルール作り等が出た場

　　 　合は、可能な範囲で具体的なルールまで作成させる

　ようにする。

　６．学習をして、また他のグループの発表を聞いての ・本時の学習内容を活かせるよう、地域の防災活動への

　　気づきや感想をまとめる。 　積極的な参加意欲を持たせる。

　　○避難所生活で自分にできること

・災害時に地域の一員として、自分ができることを考え

　ることができる。

関連する
教科・行事等

学校行事：合同避難訓練
地域一斉避難訓練・避難所運営訓練

まとめ	

評　価	

【発展的指導内容】	
◆この授業の発展として避難生活で想定される課題を一人一課題を決め、探究的な調べ学習へつなげるこ
とが考えられる。	
（例）高齢者への支援、負傷者への応急処置、避難所運営の手伝い、トイレ用水確保のためには　等	
	

	
	
【参考資料】	
◆総務省消防庁「チャレンジ防災４８」HP	
・地震災害の様子の映像として「避難所の様子（１’４３”）」	
（http://open.fdma.go.jp/e-college/bosai/image/01_00.html）	

新潟県中越沖地震時の避難所の写真も活用できる。	
（http://open.fdma.go.jp/e-college/bosai/photograph/04chuetuoki/index.html）	
◆文部科学省HP「東日本大震災からの復興」（http://fukkokyoiku.mext.go.jp/）	
・被災地復興にかかる児童生徒の活動事例が掲載されている。	
	

【チャレンジ！防災48	
HPトップページ画面】	  
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我が家の防災チェックリスト  
	 名前（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）  

※「我が家の防災対策」を考えるために、現状をチェックしてみよう。	 

	 （○…できている	 	 △…まあできている	 	 ×…できていない）	 

１．日頃の防災対策について  

２．地震の揺れに対する備えについて（家具の転倒・落下防止）	 

３．非常持ち出し品について（※家庭の事情に応じ、必要な物は追加しよう。）	 

非常食（ｶﾛﾘｰﾒｲﾄ・缶詰など） 飲料水 携帯ラジオ（予備の電池）

懐中電灯（予備の電池・電球） ろうそく ヘルメット・防災ずきん

くつ（避難用） ふえ 携帯電話

ライター 万能ナイフ ティッシュ・タオル

ビニール袋 上着・下着 軍手

救急医薬品（キズ薬・かぜ薬など） 常備薬 小銭

健康保険証のコピー 筆記用具 古新聞

使い捨てカイロ  （※私の必需品）   
   

４．備蓄品について	 

	 

展開例 12	 
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家族防災会議を開こう【記入例】  
年	 	 組	 	 番	 名前（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）  

１．議題	 

	 

 

 

２．その時、家族はどこにいるだろうか。	 

３．家族それぞれの避難場所までの経路を確認しよう。	 

４．津波警報解除後の各自の動きと集合場所を確認しよう。	 

５．家族との「５つの約束事」を決めておこう。	 

 

 

 

 

 

 

 場所  一次避難場所  二次避難場所  緊急連絡方法  

自分  中学校  中学校校舎３階  中学校の裏山   

父  職場  職場３階   携帯  

母  商店街  ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ屋上   携帯  

弟（妹） 小学校  小学校運動場  近くの高台   

祖母  自宅  小学校運動場  近くの高台   

祖父  公園  中学校校舎３階  中学校の裏山   

 行	 	 動  集合場所  

自分  迎えが来るまで裏山待機（祖父と合流）→集合場所へ移動  

小学校体育館  

父  災害用伝言板へ登録。職場の状況に応じ集合場所へ  

母  災害用伝言板へ登録。弟（妹）の引き渡し場所へ  

弟（妹） 迎えが来るまで高台で待機（祖母と合流）  

祖母  弟（妹）と母が来るまで高台で待機。  

祖父  自分と合流→集合場所へ移動  

○｢自分の命は自分で守る｣ために家族それぞれが率先避難を行う。  

○津波警報が解除になるまで、避難場所から動かないこと。  

○自宅にいる者は、揺れがおさまったら火災発生を防ぎ、「非常持ち出し袋」持参で避難する。 

○集合場所へ参集できない場合も想定し、外出時には小銭を持ち、「災害用伝言ダイヤル１７１」

や「災害用伝言板」で互いの安否確認を行うようにする。  

○父親・母親の携帯電話の番号を忘れるので、財布に入るような「緊急連絡用カード」を作っ

て持っておく。  

 

災害時の家族同士の連絡方法や行動ルールを確認する。  

【設定】  

１２月×日午後３時、南海地震が発生し、津波警報が発令。家族全員がそれぞれ避難をする。 

 

展開例 12	 
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【授業でのクロスロードの進め方】※カードを使わずにゲームを進める方法（例）
①左ページの問題を選び、代表生徒（または指導者）が読み上げる。もしくはクロスロード個人票で答えとそ
　の理由を書き込む。問題の答えは「ＹＥＳ」「ＮＯ」のどちらかとする。
②問題に対し、自分ならどう判断するかを考え、決める。(クロスロード個人票に答えとその理由を書き込む)
③全員が答えを決めたら、ＹＥＳかＮＯか一斉に手をあげる。
④多数派になった場合は多数派の各人が１ポイントを得る。ＹＥＳ、ＮＯが一人だけの場合は、その人は３ポ
　イントを得る。
⑤多数派、もしくは一人だけの意見の人から、その理由を順に話す。友だちの意見は絶対否定しないこと。
⑥グループでYES、NOの問題点と、その問題点を解消するような事前の備えを話し合い、クロスノートにま
　とめる。

　・　ＹＥＳ／ＮＯの理由が出た後、グループで問題点を整理する

　・　問題点を解消できるような事前に備えておけることを考える

	  あなたならどうしますか？� 災害対応ゲーム「クロスロード」 	

クロスロードの基本ルール	
１　ＹｅｓかＮｏか	  
－どうしよう…？	

２　決断してＹ／Ｎ	  
カードを裏向けで	

３　オープン…！	 ４　多数派＝青座布団	  
（１人意見＝金座布団）	

役割	  
あなたは高校生です。	

　問題（例）	  
部活が終わり、帰っていると家まであと５分というところで大きな地震が発生！
家も今いる所も津波の被害を受ける地域にあり、すぐ高い所へ逃げる必要性
がある。しかし、家で待っている親や幼い弟（妹）の安否が気になる。一度家
へ帰りますか？それとも一人ですぐ逃げますか？	
	

ＮＯの問題点	  
　・家族の安否が心配	
　・家族が亡くなった場合、助けに行けなかった罪	
　　悪感	
　・家族に会えるまで、避難場所で知り合いもおら	
　　ず一人で過ごすことへの不安	

事前に備えておけること	  
　・大きな地震があった時の避難について避難場所やそれぞれ逃げることなど家族と確認しておく	
　・家が壊れないように耐震化しておく　　　　　・地域の人たちと顔見知りになっておく	
　・災害伝言ダイヤル等災害時の連絡方法を知り家族と情報を共有しておく	
	

ＹＥＳの問題点	  
　・家に帰る間に津波に巻き込まれる可能性	
　・自分が犠牲になったら家族・親戚・友人に深い悲	
　　しみを与える	
　・すでに逃げているかもしれない	
　・自分が助けに行っても家族が助かるとは限らない	
　（家の倒壊等で身動きとれないかもしれない）	
	

　・　ＹＥＳ／ＮＯの理由が出た後、グループで問題点を整理する
	  クロスノート�

	  クロスロード個人票�
Ｎｏあなたは 問題 理由

1 高校生

部活が終わり、帰っていると家まであと５分というところで大きな
地震が発生！家も今いる所も津波の被害を受ける地域にあり、
すぐ高い所へ逃げる必要性がある。しかし、家で待っている親や
幼い弟（妹）の安否が気になる。一度家へ帰りますか？それとも
一人ですぐ逃げますか？

ＹＥＳ ＮＯ

答え
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平成２４年度実践的防災教育推進事業拠点校　須崎高等学校　　防災教育の取組

骨折時を想定した	  
三角巾を使った腕の固定	  

簡易トイレづくり	  

搬送時の担架づくり	  



131



132



133



134



135



136



137



138 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

高知県危機管理部・南海地震対策課	 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/ 

南海トラフ巨大地震の被害想定	 	 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/nannkai-3.html 
 

24 12 10 24 8
29

「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（平成 22 年３月	 文部科学省）	 

 
 

 
 

「『生きる力』をはぐくむ防災教育の展開」（平成 25 年３月	 文部科学省）	 

 
10  

 
 

 

「安全に通学しよう～自分で身を守る、みんなで守る～」（平成 25 年３月	 文部科学省）	 
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高知県危機管理部・南海地震対策課	 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/ 

南海トラフ巨大地震の被害想定	 	 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/nannkai-3.html 
 

24 12 10 24 8
29

「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（平成 22 年３月	 文部科学省）	 

 
 

 
 

「『生きる力』をはぐくむ防災教育の展開」（平成 25 年３月	 文部科学省）	 

 
10  

 
 

 

「安全に通学しよう～自分で身を守る、みんなで守る～」（平成 25 年３月	 文部科学省）	 

 
 

 
 

 

 

高知県教育委員会事務局	 学校安全対策課	 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/312301/ 

 

 
防災情報のページ（内閣府）  
http://www.bousai.go.jp/ 

 
 
総務省消防庁防災危機管理 e-カレッジ  
http://open.fdma.go.jp/e-college/ 

 

高知市防災対策部地域防災推進課	 

http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/12/ 

障害者のための防災／支援マニュアル「ＩＺＡ（いざ）」	 

http://www.pref.kochi.lg.jp/~shougai/bousai/iza/ 

 
http://www.jma-net.go.jp/kochi/ 

岡村土研	 

http://sc1.cc.kochi-u.ac.jp/~mako-ok/index.html 

 
http://www.jma.go.jp/jma/index.html 



140 

 
消防雑学事典（東京消防庁）	 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/libr/qa/ 

 
防災教育チャレンジプラン	 

http://www.bosai-study.net/top.html 

 
地震調査研究推進本部地震の基礎知識	 

http://www.jishin.go.jp/main/index.html 

 
防災教育コレクション（独立行政法人防災科学研究所	 自然災害情報室）	 

http://dil-opac.bosai.go.jp/documents/education/ 

 
地球キッズ探検隊～地震の謎にせまる	 

http://www.jishin.go.jp/kids/index2.html 

 
内閣府防災担当「みんなで防災」のページ	 

http://www.bousai.go.jp/ 

稲むらの火と地震対策	 

http://www.inamuranohi.jp/

 
防災キッズミュージアム	 

http://www.dri.ne.jp/kids/ 

 

気象庁	 はれるんランド	 

http://www.jma.go.jp/jma/kids/ 
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消防雑学事典（東京消防庁）	 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/libr/qa/ 

 
防災教育チャレンジプラン	 
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地震調査研究推進本部地震の基礎知識	 

http://www.jishin.go.jp/main/index.html 

 
防災教育コレクション（独立行政法人防災科学研究所	 自然災害情報室）	 

http://dil-opac.bosai.go.jp/documents/education/ 

 
地球キッズ探検隊～地震の謎にせまる	 

http://www.jishin.go.jp/kids/index2.html 

 
内閣府防災担当「みんなで防災」のページ	 

http://www.bousai.go.jp/ 

稲むらの火と地震対策	 

http://www.inamuranohi.jp/

 
防災キッズミュージアム	 

http://www.dri.ne.jp/kids/ 

 

気象庁	 はれるんランド	 

http://www.jma.go.jp/jma/kids/ 

 

消防防災博物館（財）消防科学総合センター	 

http://www.bousaihaku.com/cgi-bin/hp/index.cgi

 

 
阪神・淡路大震災教訓情報資料集	 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hanshin_awaji/data/index.html 
 

 
神戸大学震災文庫	 

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/eqb 

 
財団法人	 日本建築防災協会	 

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/ 

 
スマトラ沖地震とインド洋大津波	 

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ka8001/sumatra.html 

 

 
静岡県地震防災センター	 

 

独立行政法人・防災科学技術研究所	 

http://www.bosai.go.jp/ 
 

文部科学省・地震調査研究推進本部	 

http://www.jishin.go.jp/ 

国土地理院	 

http://www.gsi.go.jp/ 

 



142

Ⅲ	 資料	 

	 必ず発生する南海地震	 

１	 地震が発生する仕組み	 
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２ 	 過去の南海地震	 

南海地震は、これまでおおむね 100 年から 150 年ごとに発生しています。1946 年（昭和

21 年）に発生した昭和南海地震は地震の規模が小さかったことから、エネルギーがまだ残

っていると考えられ、次の南海地震は 100 年を待たず今世紀前半にも発生するおそれがあ

るといわれています。	 

過去の南海地震では、3 つの地震が同時に発生するほか、数十時間から数年の時間差で

発生しています。（下図参照）	 

また、南海地震は通常大きな揺れと津波を伴いますが、1605 年の慶長地震では、揺れに

よる被害の記録があまりない一方、津波による大きな被害があったという記録が残されて

います。	 
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３	 南海トラフ巨大地震の性格	 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は、これまでの想定をはるかに超

える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われ甚大な被害をもたら

しました。	 

これを契機として、平成24年3月に南海トラフで発生しうる最大クラスの地震・津波が内

閣府から公表されました。	 

これまで国が地震・津波の想定震源断層域は下図の黄色で着色されている範囲です。	 

これに対し、最大クラスの地震の際に動く断層の領域は、近年の高感度地震観測網の整

備により深部低周波地震が観測されるようになったため、この範囲を想定震源域に加えた

ことなどにより、黒太線の範囲まで広がっています。	 

また、津波については、東北地方太平洋沖地震の研究成果を踏まえ、プレート境界面深

さ１０ｋｍから浅い範囲も高い津波をもたらす可能性があるとして、ピンク色の範囲を加

えています。	 

このように、地震と津波の際に動く断層の領域は別々に設定され、地震の規模はマグニ

チュード９．０、津波の規模はマグニチュード９．１となっています。	 

	 

	 

	 

３ 	 南海トラフ巨大地震の性格	 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は、これまでの想定をはるかに超

える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われ甚大な被害をもたら

しました。	 

これを契機として、平成24年3月に南海トラフで発生しうる最大クラスの地震・津波が内

閣府から公表されました。	 

これまで国が地震・津波の想定震源断層域は下図の黄色で着色されている範囲です。	 

これに対し、最大クラスの地震の際に動く断層の領域は、近年の高感度地震観測網の整

備により深部低周波地震が観測されるようになったため、この範囲を想定震源域に加えた

ことなどにより、黒太線の範囲まで広がっています。	 

また、津波については、東北地方太平洋沖地震の研究成果を踏まえ、プレート境界面深

さ１０ｋｍから浅い範囲も高い津波をもたらす可能性があるとして、ピンク色の範囲を加

えています。	 

このように、地震と津波の際に動く断層の領域は別々に設定され、地震の規模はマグニ

チュード９．０、津波の規模はマグニチュード９．１となっています。	 
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４	 南海トラフ巨大地震の予測の特徴	 

県では、内閣府が公表した最大クラスの地震・津波をもとに、今後県が対策を進めるう

えで根幹とする最大クラスの震度分布・津波浸水予測を平成24年12月10日に公表しました。	 

この公表では、具体的なイメージを持って事前の備えを進めることができるよう、揺れ

の強さや浸水の範囲だけでなく、いろいろなデータを示しています。（下表参照）	 

最大クラスの地震が発生した場合、阪神・淡路大震災クラスの強い揺れが長い時間継続

し、その後に、東日本大震災クラスの津波に襲われることが想定されている地域もありま

す。地震による揺れと津波を別々のものと考えず、津波が来る前に大きな揺れによって自

宅や市街地が被害を受けて、訓練どおりに津波からの避難ができない可能性も考えておく

必要があります。	 

なお、震度分布図および地震継続時間分布図は、強い揺れが発生する領域（強振動生成

域）を、４つのケースで位置をずらして揺れの強さを推計し、それぞれの最大値を重ね合

せて表示しています。	 

一方、津波浸水予測時間図、津波浸水予測図については、国の設定した津波を発生させ

る位置が異なる１１のケースの内、県内で最大の津波高が発生する６ケースにより津波の

浸水を推計し、最大浸水深と最短到達時間を重ね合せて表示しています。	 

	 

公表した情報	 

揺れに関する情報	 分かる内容	 

①震度分布図	 どのくらい揺れが強いのか	 

②地震継続時間分布図	 体に感じる揺れ(震度3以上)が続く時間	 

津波に関する情報	 分かる内容	 

③津波浸水予測時間図	 避難行動が取れなくなる高さ(30㎝)の津波が	 

やってくる時間	 

④津波のアニメーション	 どういうふうに津波がやって来るのか	 

⑤津波浸水予測図	 津波による最大の浸水の深さと浸水する範囲	 

⑥津波浸水深時間変化図	 津波からの避難を継続しなければならないおよその時間	 

⑦津波浸水深・津波痕跡	 

重ね合せ図	 

津波浸水予測や過去に発生した津波で「同じもの」は	 

一つもないこと	 
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し、その後に、東日本大震災クラスの津波に襲われることが想定されている地域もありま

す。地震による揺れと津波を別々のものと考えず、津波が来る前に大きな揺れによって自

宅や市街地が被害を受けて、訓練どおりに津波からの避難ができない可能性も考えておく

必要があります。	 

なお、震度分布図および地震継続時間分布図は、強い揺れが発生する領域（強振動生成

域）を、４つのケースで位置をずらして揺れの強さを推計し、それぞれの最大値を重ね合

せて表示しています。	 

一方、津波浸水予測時間図、津波浸水予測図については、国の設定した津波を発生させ

る位置が異なる１１のケースの内、県内で最大の津波高が発生する６ケースにより津波の

浸水を推計し、最大浸水深と最短到達時間を重ね合せて表示しています。	 

	 

公表した情報	 

揺れに関する情報	 分かる内容	 

①震度分布図	 どのくらい揺れが強いのか	 

②地震継続時間分布図	 体に感じる揺れ(震度3以上)が続く時間	 

津波に関する情報	 分かる内容	 

③津波浸水予測時間図	 避難行動が取れなくなる高さ(30㎝)の津波が	 

やってくる時間	 

④津波のアニメーション	 どういうふうに津波がやって来るのか	 

⑤津波浸水予測図	 津波による最大の浸水の深さと浸水する範囲	 

⑥津波浸水深時間変化図	 津波からの避難を継続しなければならないおよその時間	 

⑦津波浸水深・津波痕跡	 

重ね合せ図	 

津波浸水予測や過去に発生した津波で「同じもの」は	 

一つもないこと	 
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４	 南海トラフ巨大地震の予測の特徴	 

県では、内閣府が公表した最大クラスの地震・津波をもとに、今後県が対策を進めるう

えで根幹とする最大クラスの震度分布・津波浸水予測を平成24年12月10日に公表しました。	 
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す。地震による揺れと津波を別々のものと考えず、津波が来る前に大きな揺れによって自

宅や市街地が被害を受けて、訓練どおりに津波からの避難ができない可能性も考えておく
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なお、震度分布図および地震継続時間分布図は、強い揺れが発生する領域（強振動生成

域）を、４つのケースで位置をずらして揺れの強さを推計し、それぞれの最大値を重ね合

せて表示しています。	 

一方、津波浸水予測時間図、津波浸水予測図については、国の設定した津波を発生させ

る位置が異なる１１のケースの内、県内で最大の津波高が発生する６ケースにより津波の

浸水を推計し、最大浸水深と最短到達時間を重ね合せて表示しています。	 
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⑦津波浸水深・津波痕跡	 

重ね合せ図	 
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	 ・震度分布予測を行った４ケースの設定	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

※緑色で示した区域が強い揺れを発生させる領域（強震動生成域）を示しています。	 
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	 ・津波浸水予測を行った６ケースの設定	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

※赤枠で囲んだケースにより推計しています。	 
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	 ・津波浸水予測を行った６ケースの設定	 
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※赤枠で囲んだケースにより推計しています。	 
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○揺れ	 

県内では、２６市町村で震度７の揺れが予測されています。さらに、体に感じる揺れ（震

度３程度）から強くなり、再び震度３程度に落ち着くまでの時間が３分を超える場合があ

ることも想定されています。	 

この時間内はその場から動けない可能性がありますので、机の下などに潜り、机の脚な

どを持って頭や体を守ることが必要です。また、津波が来る可能性がある沿岸域では、動

けるくらいの揺れになったらすぐに避難を開始しなければなりません。	 

	 

	 

○揺れ	 

県内では、２６市町村で震度７の揺れが予測されています。さらに、体に感じる揺れ（震

度３程度）から強くなり、再び震度３程度に落ち着くまでの時間が３分を超える場合があ

ることも想定されています。	 

この時間内はその場から動けない可能性がありますので、机の下などに潜り、机の脚な

どを持って頭や体を守ることが必要です。また、津波が来る可能性がある沿岸域では、動

けるくらいの揺れになったらすぐに避難を開始しなければなりません。	 
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○揺れ	 

県内では、２６市町村で震度７の揺れが予測されています。さらに、体に感じる揺れ（震

度３程度）から強くなり、再び震度３程度に落ち着くまでの時間が３分を超える場合があ

ることも想定されています。	 

この時間内はその場から動けない可能性がありますので、机の下などに潜り、机の脚な

どを持って頭や体を守ることが必要です。また、津波が来る可能性がある沿岸域では、動
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震度7：26市町村	 

震度6強：8市町村	 

震度分布図（最大クラスの重ね合せ）	 

基本ケース	 

東側ケース	 

西側ケース	 

ケース	 

陸側ケース	 

４つのケースを重ね合せ	 
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○津波	 

津波は水深の深い所では、ジェット機並みのスピード（時速700km）で陸地に向かいます。

水深が浅い所では遅くなりますが、それでも100mを10秒程度で来るため、津波を確認して

から逃げたのでは逃げきれません。	 

津波は室戸岬や足摺岬に近い地域ほど短時間で到達し、海岸線に１ｍの津波が到達する

最短時間は、室戸市で３分、高知市にも１６分で到達することが予測されています。しか

し、津波が陸上に押し寄せて避難が困難になるには、この時間よりまだ余裕がありますの

で、決してあきらめず最善を尽くして避難しなければなりません。	 

	 

一方、最大クラスの津波が発生

した場合、県内では最大で約

18,000haが浸水することが予測

されています。そして、その浸水

域には約３８万人が居住してい

ます。	 

	 

海岸線の最大津波高について

は、沿岸の全市町村で１０ｍを超

えることが予測されています。	 

土佐清水市、黒潮町、四万十町

では、３０ｍを超える最大津波高

が予測されていますが、これは岬

の先端や切り立った崖といった

地形の特性により高い津波高と

なったものです。	 

	 

海岸線での最大津波高	 
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津波の浸水深が３０ｃｍに達す

ると、足を取られて避難することが

困難になります。また、１ｍの津波

に巻き込まれると、ほとんどの人が

亡くなってしまうことが分かって

います。	 

津波は、揺れにより倒壊した家屋

によって方向が変わることや、道路

を『走る』ことで予測より早く到達

することがあります。また、標高の

低い土地では津波が来る前に水が

入ってくる地域もあります。	 

動けるくらいの揺れになったら、

すぐに避難しなければなりません。	 

	 	 

	 一方で、津波による浸水域や浸水

深は、局所的な地面の凹凸や建築物

の影響などにより、浸水域外でも浸

水が発生したり、浸水深がさらに大

きくなったりする場合があります。	 

	 このため、避難場所を検討する際

には、さらにもう一段高い所にすぐ

上がれるような高台を選定するこ

とが重要です。近くに高台がない場

合は、津波に対して安全な建物や津

波避難タワーを避難場所として検

討します。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

津波浸水予測図	 

（安芸市，最大クラスの重ね合わせ）	 

津波浸水予測時間図	 

（高知市，最大クラスの重ね合わせ）	 
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津波浸水予測図	 

（安芸市，最大クラスの重ね合わせ）	 

津波浸水予測時間図	 

（高知市，最大クラスの重ね合わせ）	 

さらに、津波は土佐湾で反射を繰り返し、下図のように６時間以上繰り返し押し寄せて

くる地域もあります。また、津波は第一波が押し波から始まることもあることや、第二波、

第三波などの後続波の方が大きくなる可能性もあります。	 

警報解除までは決して家に戻らず、避難を続けなければなりません。避難場所に長時間

滞在しなければならないことも、あらかじめ検討しておくことが必要です。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

今回想定した南海トラフ巨大地震が起こったときの津波（最大クラス）に加えて、県が

これまで防災対策の前提にしてきた安政南海地震クラスの津波（比較的発生頻度が高いク

ラス）や、「このあたりには津波が来た」と記されている津波痕跡（古文書や石碑）のある

ポイントを下図に示します。	 

これを見ても分かるように、同じ津波は一つとしてありません。しかし、発生した時点

ではどの程度の規模かが分からないため、最善を尽くして避難することが大切です。	 

想定と違うことも起こりうることを忘れないようにしなければなりません。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

最大クラスの浸水域

安政南海地震クラスの浸水域

慶長地震（1 6 0 5 ）

宝永地震（1 7 0 7 ）

安政南海地震（1 8 5 4 ）

昭和南海地震（1 9 4 6 ）

＜津波浸水予測結果＞

＜古文書・石碑＞

津波浸水域・津波痕跡重ね合せ図（須崎市）	 

津波浸水深時間変化図	 

宿毛市役所付近	 

時間（ｈ）	 
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５	 南海トラフ巨大地震から命を守るために	 

	 

最大クラスの震度分布・津波浸水予測は、本県にとって非常に厳しい結果となっていま

すが、このことで、いたずらに不安をあおったり、想定を過信して油断に繋がったりする

ことがあってはいけません。地震・津波の特性を正しく理解し、しっかりと備えていくこ

とが重要です。	 

また、どんなに大きな地震や津波でも、事前に備えることで必ず被害を減らすことがで

きます。次のページに示した、「地震・津波に立ち向かうための３つのポイント」を念頭に

置き、取り組みを積み重ねていくことが大事です。	 

	 

地震・津波を「正しく恐れる」ための考え方	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

◆	 南海トラフ巨大地震による揺れと津波の対策を具体的に進めるためには、対象となる

地震・津波がどの程度のものなのか、具体的なイメージを持つ必要があります。	 

	 

◆	 そのため、東日本大震災で得られた最新の知見に基づき、現時点で最大クラスと思わ

れる地震・津波を想定しています。	 

	 

◆	 最大クラスの地震・津波の発生確率は極めて低いものの、こうしたことも起こり得る

ということを念頭に置いておく必要があります。	 

	 

◆	 ただ、地震・津波はこの想定どおりに起こるとは限りません。また、いつ起こるのか

についても現在の科学をもってしても正確には分かりません。	 

	 想定はあくまで可能性の一つであることを認識する必要があります。	 

	 

◆	 想定を見て、いたずらに怖がることなく、かといって油断することもなく、地震・津

波の特性を正しく理解をし、きちんと備えることが重要です。	 
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◆	 そのため、東日本大震災で得られた最新の知見に基づき、現時点で最大クラスと思わ

れる地震・津波を想定しています。	 
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についても現在の科学をもってしても正確には分かりません。	 
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５	 南海トラフ巨大地震から命を守るために	 

	 

最大クラスの震度分布・津波浸水予測は、本県にとって非常に厳しい結果となっていま

すが、このことで、いたずらに不安をあおったり、想定を過信して油断に繋がったりする

ことがあってはいけません。地震・津波の特性を正しく理解し、しっかりと備えていくこ

とが重要です。	 

また、どんなに大きな地震や津波でも、事前に備えることで必ず被害を減らすことがで

きます。次のページに示した、「地震・津波に立ち向かうための３つのポイント」を念頭に

置き、取り組みを積み重ねていくことが大事です。	 

	 

地震・津波を「正しく恐れる」ための考え方	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

◆	 南海トラフ巨大地震による揺れと津波の対策を具体的に進めるためには、対象となる

地震・津波がどの程度のものなのか、具体的なイメージを持つ必要があります。	 

	 

◆	 そのため、東日本大震災で得られた最新の知見に基づき、現時点で最大クラスと思わ

れる地震・津波を想定しています。	 

	 

◆	 最大クラスの地震・津波の発生確率は極めて低いものの、こうしたことも起こり得る

ということを念頭に置いておく必要があります。	 

	 

◆	 ただ、地震・津波はこの想定どおりに起こるとは限りません。また、いつ起こるのか

についても現在の科学をもってしても正確には分かりません。	 

	 想定はあくまで可能性の一つであることを認識する必要があります。	 

	 

◆	 想定を見て、いたずらに怖がることなく、かといって油断することもなく、地震・津

波の特性を正しく理解をし、きちんと備えることが重要です。	 

地震・津波に立ち向かうための３つのポイント	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

①事前の備えが大切。あなたの命を守るのはあなた自身！	 

事前に備えておけば、被害は必ず減らすことができます。住宅の耐震化や

家具の固定など、自分を守る事前の備えを実行しましょう。	 

○まずは揺れから身を守る	 

揺れによってけがをすると迅速に避難できなくなります。まずは揺れか

ら自分の身を守ることが重要です。	 

②思い込みは禁物。想定にとらわれるな！	 

実際の津波は、今回公表した津波浸水予測図の浸水域の境界線でピタリ

と止まるわけではありません。今回の想定は、多くの可能性の一つに過ぎ

ませんので、どんな場合でも「我が家は安心」といった油断はせず、非常

事態に備える意識を持ちましょう。	 

③取り組みに無駄は無い。できることから実行を！	 

一つひとつの取り組みを積み重ねることで、日々の安全度が向上します。

大切な家族を守るためにも、今すぐできることから取り組みましょう。	 

	 

○とにかく早く少しでも高い所へ	 

局所的な地面の凹凸や建物の影響などで、浸水深がさらに深くなる場合

もあります。最善を尽くし少しでも安全な場所に避難しましょう。	 

○例えば、寝室から	 

今すぐ住宅の耐震化に取りかかれなくても、家具を固定することで揺れ

に対する安全性が高まります。寝ている間に地震が起きても、とっさに避

難できるよう、まずは寝室から対策を始めましょう。	 
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1

高等学校　展開例３　指導資料

　

　

　

過去の地震・津波の規模などを知る方法として津波堆積物や隆起痕などを調べる

科学的なアプローチがありますが、古文書から過去の地震について知る事もできま

す。特に江戸時代以降は当時の文献が現在まで残っており、過去の地震や災害の

記録が数多くあります。 
 
「谷陵記」は江戸時代前期―中期の武士、歴史家である奥宮正明（１６４８～１７２
６）による宝永地震（１７０７年）の記録で、土佐国内各郡の被害状況が村ごとに詳

細に記載されています。谷陵記に記されている地名は現在も残っており、海岸沿い

や川沿いの地域の過去の被害を知る事ができます。 
プログラムの展開例に使用した資料は高知県立図書館所蔵の「土佐國群書類従

第７巻」に記載されているもので、高知県立図書館で借りることもできます。 
プログラムに記載されている文書は教育目的に限りコピーして授業での使用が可

能です。 
 
また、「谷陵記」原本の画像データは早稲田大学図書館の古典籍総合データベー

スから閲覧することも可能です。  
早稲田大学図書館：古典籍総合データベース『谷陵記』 
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/wo01/wo01_06203/index.html 
なお、学校での授業等での利用は可能ですが、出版物（図書・雑誌）への掲載、

ホームページへの転載等は手続きが必要となりますので著作権にはくれぐれもご

注意ください。 
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